
広
が
る
補
聴
器
購
入
助
成
制
度

　

高
齢
性
難
聴
補
聴
器
購
入
助
成
制
度
を

求
め
る
決
議
は
全
国
３
０
０
自
治
体
（
全

日
本
年
金
者
組
合
調
べ
）
に
の
ぼ
り
、
事

業
実
施
数
は
拡
大
傾
向
で
す
。

　

国
は
「
難
聴
と
認
知
症
の
因
果
関
係
は

認
め
ら
れ
な
い
。」
と
し
つ
つ
も
、
補
聴

器
の
効
果
の
調
査
・
研
究
に
着
手
し
て
い

ま
す
。
今
こ
そ
、
さ
ら
に
運
動
を
全
国
で

大
き
く
広
げ
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

＝
東
京
の
闘
い
の
教
訓
か
ら
＝

　

東
京
都
は
２
０
１
９
年
４
月
１
日
の

「
高
齢
社
会
対
策
区
市
町
村
包
括
支
援
事

業
実
施
要
綱
」（
以
下
「
要
綱
」）
で
高
齢

性
難
聴
補
聴
器
購
入
費
助
成
事
業
を
開
始

し
ま
し
た
。
当
該
要
綱
策
定
以
降
、
運
動

が
急
速
に
進
み
、
23
区
と
多
摩
島
し
ょ
部

11
自
治
体
（
２
０
２
４
年
12
月
１
日
現

在
）
が
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

東
京
都
は
２
０
２
４
年
４
月
か
ら
都
道

府
県
レ
ベ
ル
で
初
の
「
高
齢
者
聞
こ
え
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
」（
以

下
「
新
事
業
」）
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

主
な
事
業
内
容
は
以
下
の
５
点
で
す
。

①
65
歳
以
上
で
聴
力
が
40
㏈
（
デ
シ
ベ

ル
）
以
上
。

②
対
象
は
住
民
税
非
課
税
者
。

③
補
聴
器
支
給
補
助
の
上
限
額
を
14
万
４

９
０
０
円
。

④
補
助
率
は
区
市
町
村
負
担
の
２
分
の
１

⑤
５
年
を
超
え
た
場
合
に
再
支
給
す
る
。

　

評
価
す
べ
き
は
、
以
下
の
２
点
で
す
。

①
第
９
期
東
京
都
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

に
位
置
付
け
ら
れ
、
今
後
安
定
し
た
事

業
と
な
る
。

②
補
助
上
限
額
は「
要
綱
」で
最
高
で
あ
っ

た
港
区
の
１
万
３
７
０
０
円
を
上
回
り
、

実
施
区
市
町
村
の
上
限
を
底
上
げ
す
る

土
台
と
な
る
。

　

し
か
し
改
善
す
べ
き
点
も
あ
り
ま
す
。

①
補
助
率
は
都
の
２
分
の
１
を
当
面
、
３

／
４
と
し
、
１
０
０
％
を
め
ざ
す

②
対
象
者
の
所
得
制
限
を
撤
廃
す
る

③
都
が
区
市
町
村
へ
専
門
家
を
配
置
し
た

「
聴
こ
え
の
相
談
窓
口
設
置
」
等
に
財

政
的
な
支
援
を
行
う

　

東
京
都
は
「
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
で

「
２
０
２
６
年
度
ま
で
に
全
区
市
町
村
で

実
施
」
の
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

　

実
施
区
市
町
村
で
は
独
自
の
事
業
の
対

象
者
、
実
施
内
容
を
採
用
し
て
い
る
例
が

あ
り
ま
す
。

　

新
宿
区
は
現
物
給
付
で
自
己
負
担
２
０

０
０
円
（
生
活
保
護
受
給
者
は
免
除
）、
江

東
区
は
現
物
給
付
を
採
用
。
台
東
区
は
住

民
税
非
課
税
の
人
は
14
万
４
９
０
０
円
上

限
・
住
民
税
課
税
の
人
は
７
万
２
４
０
０

円
上
限
、
世
田
谷
区
は
片
耳
５
万
円
、
両

耳
で
10
万
円
上
限
。
千
代
田
区
は
、
障
害

者
支
援
法
及
び
中
等
難
聴
者
の
対
象
と
な

ら
な
い
方
で
年
齢
不
問
。
品
川
区
は
対
象

者
の
所
得
制
限
を
撤
廃
し
ま
し
た
。　

補
聴
器
の
使
用
で
生
活
改
善
を

　

難
聴
は
家
族
も
含
め
た
人
と
の
交
流
に

支
障
が
生
じ
、
生
活
の
質
的
な
低
下
を
も

た
ら
し
ま
す
。

　

国
は
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
補

装
具
と
し
て
補
聴
器
給
付
を
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
年
齢
は
不
問
で
す
が
、「
両
耳
が
70

㏈
以
上
で
障
害
者
手
帳
６
級
以
上
取
得
が

条
件
で
す
。
非
課
税
者
は
自
己
負
担
無
し

で
す
が
、
そ
れ
以
外
は
３
万
７
２
０
０
円

の
自
己
負
担
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日
本

政
府
が
姿
勢
を
変
え
な
い
こ
と
か
ら
、
全

国
の
保
護
者・教
育
者・医
療
関
係
者
が「
就

学
難
聴
児
の
社
会
参
加
と
学
習
権
の
保
障

を
！
」
の
運
動
を
展
開
し
、
軽
度
・
中
等

度
難
聴
児
に
対
す
る
補
聴
器
購
入
助
成
制

度
が
全
都
道
府
県
と
政
令
指
定
都
市
、
市

町
村
の
単
独
事
業
を
実
施
さ
せ
て
い
ま
す
。

対
象
は
「
30
デ
シ
ベ
ル
以
上
」「
０
歳
～

高
校
生
ま
で
」
が
多
数
で
す
が
、
国
の
補

助
が
な
い
こ
と
か
ら
補
助
額
や
補
助
内
容

に
は
格
差
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　

国
の
障
害
者
施
策
を
変
え
さ
せ
る
た
め
、

政
府
に
以
下
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

①
聴
力
を
30
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
す
べ
き
で
す
。

②
所
得
制
限
を
撤
廃
し
、
自
己
負
担
を
無

く
す
べ
き
で
す
。

③
難
聴
を
含
め
た
検
診
を
公
費
で
実
施
す

る
こ
と
。

④
補
聴
器
は
保
険
適
用
と
す
る
こ
と
。

⑤
聞
こ
え
の
相
談
、
補
聴
器
の
修
理
・
調

整
を
公
費
で
実
施
す
る
こ
と
。

東
京
都
生
活
と
健
康
を
守
る
会
連
合
会

医
療
・
福
祉
対
策
部
部
長　

田
中  

伸
治
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